
・代議員 町内会代表

各部会代表

・理事会　 理事

・本部役員

・８地区自治会代表

・女性委員

・若者委員　

 4名 ・本部役員 会長

　　　 11名 副会長

監事

各部会長

　【役 割】  【役 割】
　　事務・会計処理 　人的支援

　　広報紙作成

　　　　　　事務局長　1名

　　　　　　事務局員　2名

　【役 割】

　　

　・自治会の活性化 　・お祭り、イベントの開催

　・地域要望のとりまとめ 　　　にゅうかわ夏まつり

　・外灯維持管理補助申請 　　　宿儺まつり

　　　ウィンターカーニバル

　・消防、防災活動 　・新たなまちおこし

　・交通安全啓発活動

　・地域安全指導活動

・地域課題の把握

２ ５ 町 内 会　・　８ 地 区 公 民 館

丹生川まちづくり青年部

　・まちづくりに関する研修

　・自主企画の提案、実行

　・継続事業の推進

まちづくり企画委員会

　・地域資源の有効活用の検討

　・地域振興及び住民交流の検討

　・花いっぱい運動に関する検討

・花いっぱい運動の開催

・芸能発表・文化祭の開催

・各種体育行事の開催

・子ども会活動への支援

・女性講座の開催

・高齢者教室の開催

・外灯維持管理への補助申請

・交通安全啓発

・防災啓発活動

・地域防犯の啓発（子ども・お年寄り）

社 会 教 育 部 会

連合町内会 文化部 祭り・イベント実行委員会

高年部

　・高年部の活動事業

(高齢者学級・視察研修・講演会・他）

　・女性部の活動事業

(女性講座・各種行事への協力・他）

9 名
2名

3名

女性部

（文化展・ふるさと歴史学習・他）

芸能部

まちおこし部会

高山市（丹生川支所）

・クリーン作戦の実施

・地域課題解決プロジェクト

・まちづくり青年部活動

・八十路を語る会への協力

・すくなっ子教育連携会議への協力

ま ち お こ し 部 会
・お祭り、イベントの開催

（夏まつり・宿儺まつり・ウィンターカーニバル）

・新たなまちおこしを企画委員会と検討

59 名13名

29名

9名

16名
29 名

2名

1名

3名

理事会

ま ち づ く り 企 画 委 員 会
・広報紙の作成・発行

・地域活性化の企画

総　会

役員会

安 心 ・ 安 全 部 会
・自治会の活性化

専　門　部　会

地域安全指導員

青少年部

　・青少年活動事業

(子ども育成活動・街頭補導・他）

交通安全協会丹生川支部 体育部

　・社会体育事業

（各種体育行事・他）

消防団丹生川支団 　・芸能活動事業

(芸能祭・成人講座・他）

　・文化活動事業

17名

　　部会長　　　   １名
　　副部会長 　   ４名

　　部会長　　　 １名
　　副部会長　　２名以内

　　部　 長 　    ６名

　　部会長　　　　 １名
  　副部会長　　　３名

安心・安全部会 社会教育部会

　【役 割】

　・重要課題の取りまとめ

　・まちづくり事業の執行管理

　・各部会相互の連携調整

　・まちづくり計画や事業計画を策定し理事会に提案

役　員　会　（９名）

会長と副会長及び監事と部会代表者による役員

役員承認・事業計画（案）の取りまとめ

　・理事が役員会からの議案を審議し、多数決により可否を決定

　・役員会から提案された事項で総会に付議する事項の決定

　・主な議案⇒ 重要課題の取りまとめ

重要課題の市への要望取りまとめ

事 務 局（３名）

　・主な議案⇒ まちづくり計画の策定・変更

規約の制定・改正　会計及び事業が正当に処理・遂行をされているか

　　　支所職員　　3名

役員承認・事業計画・決算　監査する

令和５年度　丹生川まちづくり協議会  組織図 　

総　　　会　　（構成員５９名）

丹生川地区の協働のまちづくり組織の最高議決機関
議決権者は町内会代表と各部会代表からなる代議員

　【役 割】
監査委員　（監事２名）

　・理事会から提出された議案を審議決定　 【役 割】

 公的施設の円滑な管理運営をする

　【役 割】・役員会

・運営委員会

　・代議員が議案を審議し、多数決により可否を決定　理事会において選出し、総会の承認を得て決定

理　事　会　　（２９名）公的施設管理室

本部役員と８地区自治会代表・女性委員・若者委員
からなる理事

2名

報告

部会などの主な事業内容

会議の構成員


